
42０

金
代
の
物
力
競
に
就
て
工
）

一
、
物
力
銭
の
性
質

二
ヽ
物
か
銭
の
査
定
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丿

三
、
不
公
平
可
能
と
そ
の
救
済
、
㈲
謀
克
戸
の

四
、
制
度
採
用
の
意
義

五
、
結

　
　

諭

小

Ｊ

裕

　

人

推
排

滞
蒙
に
建
１
　
し
た
北
族
國
家
の
漢
族
を
包
含
す
る
形
態
は
、

初
は
来
降
や
俘
掠
に
よ
る
奴
隷
或
は
徒
民
と
し
て
、
後
に
は

土
着
漢
人
と
し
て
主
と
し
て
そ
の
飲
會
の
文
化
的
経
済
的
部

門
の
備
鴬
者
と
な
し
、
そ
の
数
も
代
を
降
る
に
隨
ひ
次
第
に

堵
大
す
る
。
叉
そ
の
國
家
が
漢
人
靴
會
に
依
存
す
る
形
式
や

そ
の
統
治
方
法
は
、
力
に
よ
る
掠
奪
的
征
服
者
的
な
も
の
よ

り
、
漢
風
制
度
の
整
備
に
よ
る
平
和
的
組
織
的
な
も
の
へ
と

愛
遷
す
る
。
営
初
は
前
代
の
遺
制
そ
の
ま
χ
を
探
用
し
、
漸

火
中
京
Ｅ
統
霞
家
乃
庫
統
に
i
i
t
ｉ
ｔ
≪
ん
と
す
る
傾
向
を
有
す
る

　

お
至
る
。
こ
れ
も
初
は
表
面
的
形
式
的
で
あ
る
の
を
常
と
す

　

る
が
、
次
第
に
そ
の
國
家
の
賓
情
に
卸
し
売
制
度
へ
と
推
移

　

す
る
。
こ
ｘ
に
至
る
と
北
族
は
宦
質
的
に
漢
化
す
る
と
共
に
、

　

そ
の
探
用
し
た
漢
風
制
度
も
北
族
的
な
規
定
を
受
け
。
そ
の

　

北
族
的
運
用
が
始
る
。
物
力
銭
法
も
金
國
の
右
の
如
き
推
移

　

の
一
指
標
と
見
ら
れ
る
。

一
、
物
力
銚
の
性
質
。

物
力
銭
に
就
て
は
金
史
巻
四
七
食
貨
志
二
、
租
賦
の
と
こ
ろ
に

　

計
民
田
園
、
邸
舎
、
車
乗
、
牧
畜
、
種
植
之
資
、
蔵
鏃
之
散
、

　

徴
銭
有
差
、
謂
之
物
力
銭
、

と
あ
る
。
物
力
銭
は
人
民
私
有
の
田
園
、
邸
舎
、
車
、
畜
類
種

枝
之
資
（
穀
類
殊
に
粟
を
含
む
）
や
蔵
銭
の
多
寡
等
一
般
財
産

を
課
税
標
準
と
す
る
一
種
の
税
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
宋

■
ｖ
.
等
に
於
・
て
一
股
資
力
を
脂
し
て
ぼ
っ
た
輩
な
る
「
吻
カ
ー
と
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は
自
ら
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
金
史
に
於

て
は
こ
れ
を
物
力
銭
と
い
ふ
他
に
輩
に
「
物
力
」
と
略
記
さ
れ
た

こ
と
の
多
か
っ
た
こ
と
も
勿
胎
で
あ
る
。
食
貨
志
序
（
巻
四
六
）

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　

算
其
田
園
、
屋
舎
、
車
馬
牛
羊
、
樹
襲
之
数
、
及
其
載
録
多

　

寡
、
徴
銭
、
曰
物
力
、

　

｀

と
あ
る
Ｉ
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

｀

こ
の
課
税
の
控
除
項
目
と
し
て
は
、
’
食
貨
志
租
賦
の
と
こ
ろ
に

　

凡
民
之
物
力
所
牝
之
宅
不
男
猛
安
謀
克
戸
監
戸
官
戸
所
居

　

外
、
自
置
民
田
宅
則
預
其
数
、
墓
田
學
田
租
税
物
力
皆
菟
、

と
あ
り
、
叉
食
貨
志
通
嶮
推
排
（
巻
四
六
）
の
と
こ
ろ
に

　

凡
監
戸
事
産
除
官
所
撥
賜
之
外
、
除
凡
置
到
百
姓
有
税
田
宅

　

皆
在
通
論
之
数
、

と
あ
る
・
民
人
の
現
任
せ
か
居
宅
が
一
般
に
控
除
さ
れ
た
こ
と

は
疑
な
い
。
そ
の
他
軍
戸
た
る
猛
安
謀
克
戸
、
良
人
の
官
に
没

入
さ
れ
。
て
宮
籍
監
に
隷
す
る
所
謂
監
戸
、
奴
婢
の
官
に
没
入
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

れ
７
太
府
監
に
隷
す
る
所
謂
官
戸
等
が
ヽ
官
よ
り
罷
賜
さ
れ
た

匪
宅
は
牛
官
的
な
物
件
と
し
こ

す
、
私
有
の
収
盆
あ
る
田
宅
の
み
を
課
税
標
準
ａ
中
流
加
へ
ん

と
す
る
の
が
法
の
精
紳
の
や
う
で
あ
る
。
又
破
的
意
義
を
有

レ
、
非
生
産
的
に
使
用
さ
れ
る
墓
田
や
、
そ
の
生
産
の
結
果
が

特
殊
な
目
的
に
供
せ
ら
れ
る
學
田
等
は
親
と
共
に
物
力
銭
も
免

除
さ
れ
た
（
巻
四
七
租
賦
）
。
こ
れ
を
要
す
る
に
物
力
肆
の
課
税

標
準
と
な
る
も
の
は
、
民
人
私
有
の
物
件
で
、
そ
の
中
、
現
住

居
宅
は
・
生
活
に
必
需
な
も
の
と
し
て
控
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

更
に
章
宗
大
定
二
４
　
九
年
以
後
は
備
荒
貯
蓄
奨
働
の
た
め
積
粟

③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

が
物
力
鎮
を
冤
除
さ
れ
、
明
昌
元
年
以
後
は
田
税
と
の
開
係
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

一
般
民
地
物
力
が
十
分
の
二
を
控
除
さ
れ
た
。
さ
れ
ば
物
力
銭

の
課
税
客
螢
と
し
て
前
述
の
邸
舎
或
は
屋
舎
の
中
、
本
人
の
址

宅
が
控
除
さ
れ
、
伺
園
の
見
積
價
格
の
十
分
の
二
、
及
び
種
植

の
資
の
中
積
粟
が
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

官
よ
浚
特
別
な
る
目
的
の
下
に
賜
昇
さ
れ
た
田
宅
は
控
除
さ

れ
る
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
官
命
を
帯
び
て
宋
等
外
國

に
使
し
た
場
合
に
受
け
た
金
銀
帛
等
に
就
て
は
そ
の
額
に
庶
じ

て
物
力
錆
を
堵
さ
ね
ば
な
ち
た
か
っ
た
。
食
貨
志
序
（
巻
四
六
）

に
は

　
　
　
　
　

、

　

近
臣
出
使
外
國
路
、
必
。
塀
物
力
銭
、
以
其
受
饅
遺
’
也
、

と
あ
る
・
叉
梁
息
傅
（
巻
八
九
）
に
は

　

凡
使
宋
者
宋
人
致
破
物
。
、
大
使
金
二
百
銀
二
千
雨
、
副
使
孚

　

之
、
幣
吊
雑
物
聊
之
、
及
推
排
物
力
、
粛
白
以
身
篤
執
政
、
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昔
嘗
使
宋
、
所
得
腫
物
多
、
常
篤
庶
民
率
先
、
乃
自
撥
物
力

　

六
十
餓
貫
、
論
者
多
之
、

と
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
物
力
銭
の
加
算
が
六
十
飴
貫
の
多
き
に

達
し
た
も
の
も
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
然
し
大
定
二
１
　
九
年
六

月
に
は
國
信
使
の
副
使
は
物
力
銭
の
加
算
を
冤
ぜ
ら
れ
る
に
至

っ
た
や
う
で
あ
る
。
（
通
論
推
排
）

物
力
銭
の
負
権
者
の
範
園
に
就
て
は
食
貨
志
序
に

　

物
力
之
徴
、
上
自
公
卿
大
夫
下
逮
民
庶
、
無
菊
見
者
、

と
あ
る
。
公
卿
等
の
高
級
官
吏
よ
り
庶
民
に
至
る
ま
で
、
何
れ

も
そ
の
課
税
を
免
れ
な
か
っ
た
。
然
し
前
述
の
如
く
猛
安
詳
克

戸
等
が
官
よ
り
分
賜
さ
れ
た
田
宅
は
、
こ
の
税
の
課
税
を
冤
除

す
る
の
が
法
の
精
神
で
あ
っ
た
上
に
、
猛
安
詳
克
戸
の
物
力
に

就
て
は
大
定
二
１
　
二
年
に
至
っ
て
貧
富
を
推
し
、
土
地
牛
具
奴

婢
の
数
を
験
し
て
上
中
下
三
の
戸
等
を
分
ち
、
差
役
を
課
す
る

標
準
と
し
た
こ
と
後
述
の
如
ぐ
で
あ
る
か
ら
、
別
に
物
力
銭
は

心
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る
。
さ
れ
ば
物
力
銭
を
課
せ

ら
れ
た
も
の
は
、
主
と
し
て
猛
案
謀
克
に
編
成
さ
れ
ざ
る
漢
人

及
び
こ
れ
に
準
す
べ
き
治
海
人
で
あ
っ
た
や
う
で
盲
る
。
然
ら

ば
物
力
銭
と
そ
の
課
税
標
準
尭
る
産
業
（
財
産
）
價
格
と
の
比
率

は
ど
の
位
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
、
通
論
推
排
の
と
と
ろ
に
は

大
定
四
年
の
通
論
の
こ
と
を
記
し
て

　

時
諸
使
往
往
以
苛
酷
多
得
物
力
篤
功
、
弘
信
論
山
東
州
邸
尤

　

篤
酷
暴
、
棲
州
防
禦
使
完
顔
永
元
面
責
之
、
曰
朝
廷
以
正
隆

　

後
差
調
不
均
、
故
命
使
者
均
之
、
今
乃
残
暴
妄
加
民
産
業
敷

　

倍
、
一
有
来
申
訴
者
則
血
肉
淋
離
、
甚
者
即
殲
杖
下
、
此
何

　

理
也
、
弘
信
不
能
對
、
故
惟
穣
州
梢
子
、

と
言
っ
て
、
居
る
。
未
だ
物
力
銭
査
定
準
則
の
確
立
せ
ざ
る
営
初

に
於
て
は
、
そ
の
喪
定
の
任
命
を
受
け
た
通
検
使
の
中
に
は
、

徒
に
多
額
の
査
定
を
以
て
功
と
考
へ
、
苛
酷
に
も
民
産
の
数
倍

を
加
へ
ん
と
す
る
も
の
さ
へ
あ
っ
た
。
然
し
斯
く
の
如
き
も
の

は
決
定
額
と
な
る
筈
は
な
く
再
・
喪
定
の
行
は
れ
た
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
。
通
論
推
排
の
大
定
五
年
の
と
こ
ろ
に
は
、

　

有
司
奏
、
諸
路
通
論
不
均
、
詔
再
以
戸
口
多
寡
貧
富
軽
重
、

　

適
中
定
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

と
あ
る
。
然
る
に
梁
粛
傅
（
巻
八
九
）
に
は

　

（
大
定
）
四
年
通
論
東
子
大
名
爾
路
戸
籍
物
力
積
子
允
、
他
使

　

者
所
至
皆
以
苛
刻
・
堵
益
篤
功
、
百
姓
訴
苦
之
、
朝
廷
勅
諸
路

　

Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ
　
ｏ

　

以
東
子
大
名
通
嶮
篤
準
、
於
是
始
定
、

と
あ
る
。
梁
粛
の
大
名
、
東
子
雨
路
に
於
け
る
通
論
が
、
諸
路

通
嶮
の
準
抹
と
な
っ
た
や
う
｀
で
あ
る
。
梁
粛
は
奉
聖
州
の
出
身
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だ
が
幼
よ
り
學
に
勤
め
、
讃
書
に
勣
ん
だ
勤
直
の
士
で
あ
っ
た
。

天
脊
二
年
進
士
と
た
っ
て
よ
り
金
國
漢
地
の
行
政
官
と
し
て
歴

任
し
、
殊
に
財
政
経
済
方
面
に
於
て
功
績
の
多
か
っ
た
人
物
で

あ
る
・
曾
て
山
東
回
路
（
東
９
　
府
所
在
）
韓
蓮
副
使
と
な
っ
た
Ｉ

こ
と
も
あ
り
、
大
名
路
に
於
て
は
そ
の
少
尹
を
撮
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
大
定
四
年
通
塗
の
営
時
は
河
北
東
路
（
河
間
府
所
在
）

韓
蓮
副
使
の
職
に
在
っ
た
。
・
彼
が
漢
地
行
政
に
習
熟
し
、
殊
に

大
名
東
平
等
の
地
方
の
漢
人
の
経
済
状
態
や
習
俗
に
通
じ
て
居

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
の
大
名
東
平
に
於
け
る
物
力

銭
の
査
定
が
営
時
の
漢
人
祀
會
に
爰
営
な
も
の
と
し
て
他
の
諸

路
の
準
球
と
な
っ
た
こ
と
は
不
思
議
で
な
か
ら
う
。

　

然
る
に
東
９
　
、
大
名
は
斉
國
建
設
営
時
の
劉
像
の
’
本
球
地
で
、

常
時
斉
國
に
房
絡
税
や
商
人
の
財
産
を
課
税
標
準
と
す
る
冤
行

銭
等
の
税
が
設
け
ら
れ
た
と
推
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
税
率
は
何

れ
も
五
壁
即
ち
二
１
　
分
の
二
で
恚
っ
た
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
’

営
時
の
漢
人
址
會
に
於
け
る
財
産
課
税
の
爰
営
な
率
で
あ
っ
た
。

の
で
あ
ら
う
。
宋
代
の
財
産
税
た
る
宅
税
地
税
徴
収
の
趣
意
を

都
市
の
み
に
止
め
ず
、
地
方
農
民
に
ま
で
及
ぼ
し
た
と
推
せ
ら

れ
る
金
國
の
物
力
銭
の
査
定
に
於
て
も
、
梁
粛
は
大
腹
こ
の
斉

國
の
二
十
分
の
一
財
産
課
税
を
標
準
と
し
て
定
め
た
の
で
は
な
’

か
ら
う
か
。
（
こ
の
勘
に
於
て
は
侭
後
述
す
ぺ
し
）
。

　

斯
く
の
如
く
物
力
銭
は
濁
立
し
た
一
個
の
税
で
あ
る
が
、
更

に
賦
役
や
冤
役
銭
を
課
す
る
標
準
と
も
な
っ
た
の
で
あ
可
食
’
ｊ

貨
志
賦
税
の
と
こ
ろ
に
は

　

遇
差
科
必
按
版
籍
、
先
及
富
者
、
勢
均
則
以
丁
多
寡
定
甲
乙
バ

　

有
横
科
則
腿
物
力
、
循
大
至
小
均
科
、
其
或
不
可
分
摘
者
命

　

以
次
戸
臍
之
、

と
あ
る
。
こ
ｘ
に
物
力
に
就
て
、
大
小
と
い
ふ
他
に
次
戸
と
や

る
勁
一
か
ら
遼
や
宋
の
如
く
戸
等
の
法
が
行
は
れ
た
如
く
見
え

る
。
更
に
北
行
日
録
に
は
宋
乾
道
五
年
（
金
大
定
九
年
）
４
　
二

月
１
　
二
Ｂ
の
こ
と
を
記
し
て

　

或
云
新
制
大
定
十
年
篤
始
、
凡
物
力
五
十
貫
者
招
一
軍
、
不

　

及
五
十
貫
者
命
数
戸
共
之
、
下
至
一
二
千
者
亦
不
発
、
毎
一

　

軍
費
八
十
絡
納
銭
於
官
以
供
此
費
、

と
言
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
昨
城
瓢
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
ｘ
に

言
ふ
大
定
新
制
に
於
て
は
、
こ
の
地
方
で
は
物
力
銭
五
十
貫
以

上
の
も
の
と
五
十
貫
に
及
ば
ざ
る
も
の
と
、
一
、
二
千
の
も
の

と
の
三
等
級
に
分
け
て
賦
役
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
居
た

や
う
で
あ
る
。
叉
、
後
掲
食
貨
志
戸
口
の
泰
和
七
年
六
月
の
勅

に
は
中
物
力
戸
が
役
を
避
け
て
逃
亡
す
る
も
の
多
い
こ
と
を
言
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つ
て
居
る
が
、
こ
ｘ
に
も
上
、
中
、
下
の
三
戸
等
の
あ
っ
た
こ

４

　

と
を
窺
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
更
に
食
貨
志
租
賦
、
興
定
四

　
　

年
十
二
月
の
と
こ
ろ
に
は

　
　
　

錨
南
軍
節
度
使
温
迪
寧
思
敬
上
書
言
、
今
民
輪
税
、
其
法
大

　
　
　

抵
有
三
、
上
戸
輪
遠
倉
、
中
戸
次
之
、
下
戸
最
近
、
然
近
者

　
　
　

不
下
百
里
、
遠
者
数
百
里
、
。
道
路
之
費
倍
于
所
軸
ご

　
　
　

有
稽
違
之
責
、
遇
賊
有
死
傷
之
患
、
不
若
止
軸
本
郡
、
令
有

　
　
　

司
検
算
倉
之
所
積
蒔
屯
兵
之
敷
、
使
就
食
之
こ

　
　
　

堵
餓
于
民
、
民
計
所
斂
不
及
道
里
之
費
、
将
折
然
従
之
矣
、

　
　

と
あ
っ
て
、
営
時
上
、
中
、
下
の
三
戸
等
の
あ
っ
た
こ
と
を
明

　
　

ら
か
に
示
し
て
居
る
。
金
代
の
戸
に
三
等
級
の
あ
っ
た
こ
と
は

　
　

疑
な
い
。
こ
れ
も
勿
論
こ
Ｘ
に
問
題
と
す
る
物
力
鰻
の
多
寡
を

　
　

標
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
た
る
こ
と
疑
な
い
が
、
賦
役
を

　
　

課
す
る
便
宜
の
上
か
ら
こ
れ
を
分
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
食
貨
志

　
　

戸
口
の
と
こ
ろ
に
は

　
　
　

有
物
力
者
狐
課
役
戸
、
無
者
篤
不
課
役
戸

　
　

と
あ
る
。
前
述
の
三
級
の
戸
等
は
こ
の
物
力
あ
る
課
役
戸
に
開

　
　

す
る
も
の
で
あ
る
こ
Ｌ
て
疑
な
い
。
こ
の
三
等
級
の
下
に
更
に
不

　
　

課
役
戸
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

と
の
戸
等
は
賓
役
を
課
す
る
便
宜
の
た
め
に
分
け
ら
れ
た
も

の
で
、
附
加
税
た
る
役
鏡
の
課
賦
に
は
矢
張
り
、
貫
敷
が
問
題

と
な
り
、
戸
等
は
重
き
を
成
さ
な
か
っ
た
時
も
あ
っ
た
如
く
で

あ
る
・
後
述
の
如
く
軍
須
銭
を
課
す
る
の
に
、
物
力
銭
を
標
準

と
し
て
、
「
毎
貫
徴
銭
四
貫
」
「
毎
貫
徴
銭
二
貫
」
等
と
規
定
さ

れ
て
居
る
の
は
そ
の
Ｉ
斑
と
す
ぺ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　

´

　

次
に
物
力
賎
を
標
準
と
し
た
課
調
に
就
て
見
よ
う
。
租
賦
の

と
こ
ろ
を
見
る
と

　

凡
叙
使
品
官
之
家
並
免
雑
役
、
験
物
力
所
営
輸
者
、
止
出
一
服

　

銭
進
納
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

と
あ
っ
て
官
吏
に
し
て
雑
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
島
の
は
、
そ
’
の
役

に
開
す
る
雇
銭
を
分
権
す
る
が
、
そ
の
課
徴
の
標
準
は
物
力
銭

で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。

　

又
行
政
官
廳
の
司
吏
や
各
謳
の
警
備
に
営
る
弓
手
の
顧
娃
が

司
吏
銭
、
弓
手
銭
と
し
て
物
カ
を
標
準
と
し
て
課
賦
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
良
治
的
團
醒
の
坊
正
や
里
正
の

顧
直
も
亦
物
力
に
準
抹
し
て
差
科
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
。
戸
口
、

（
巻
四
六
）
の
と
こ
ろ
に
Ｉ

　
　

。

　

凡
坊
正
里
正
、
以
其
戸
１
　
分
内
取
三
分
、
富
民
均
出
顧
銭
、

　

寡
強
幹
有
抵
保
者
充
、
ん
不
得
過
百
貫
、
役
不
得
過
一
肩
Ｊ

と
あ
る
。
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4２5

　

こ
の
他
地
方
の
馬
政
に
開
し
て
も
物
力
銭
が
顧
慮
唐
れ
童
や

う
で
あ
る
。
丘
ハ
志
（
巻
四
四
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　

明
昌
五
年
散
騎
馬
、
令
中
郡
西
京
河
北
東
西
路
、
’
駿
民
物
力

　

分
畜
之
、
又
令
官
路
民
養
馬
者
、
死
則
於
前
四
路
所
養
者
給

　

換
八
若
欲
用
則
悉
以
送
官
、
此
金
之
馬
政
也
、
然
毎
有
大
役

　

必
括
於
民
、
及
取
群
官
之
除
騎
、
・
以
供
戦
土
焉
、

と
あ
る
。
地
方
民
に
騎
馬
を
分
畜
せ
し
む
る
に
も
物
力
が
準
抹

と
さ
れ
た
。

　

次
に
司
吏
、
弓
手
、
そ
の
他
黄
河
夫
、
軍
須
、
鋪
馬
、
牛
夫
、

桑
皮
故
紙
等
の
銭
に
就
て
見
る
と
、
食
貨
志
序
（
巻
四
六
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　

物
力
之
外
、
丈
有
鋪
馬
、
軍
須
、
輸
庸
、
司
吏
、
河
夫
、
桑

　

皮
故
紙
等
銭
、
名
目
環
細
不
可
璋
述
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
銭
税
を
必
ず
し
も
物
力
銭
と
開
係
な
き

も
の
と
考
へ
る
必
要
は
な
い
。
兵
士
（
巻
四
四
）
養
兵
之
法
、

大
定
三
年
の
と
こ
ろ
に
は

　

南
征
軍
士
、
毎
歳
可
支
一
千
萬
貫
、
官
府
止
有
二
百
萬
貫
、

　

外
可
取
於
官
民
戸
、
此
軍
須
銭
之
所
由
起
也
、
時
言
事
者
、

　

以
山
東
河
南
随
所
等
路
、
循
宋
斉
奮
例
州
新
司
吏
弓
手
、
於

　

民
間
蔽
物
力
均
敷
顧
銭
、
名
曰
免
役
、
請
以
是
銭
嫌
軍
、
至

　

是
省
具
敷
以
聞
、
詔
罷
弓
手
銭
、
其
司
吏
銭
偽
奮
、

と
あ
っ
て
、
司
吏
銭
、
’
弓
手
銭
は
金
が
、
宋
斉
の
奮
例
に
循
っ

て
、
弓
手
司
吏
の
顧
銭
財
源
の
た
め
民
間
の
物
力
を
標
準
と
し

て
微
し
た
冤
役
銭
で
あ
っ
た
。
弓
手
銭
は
こ
の
時
以
来
罷
め
ら
｀

れ
た
如
く
で
あ
る
が
司
吏
鱗
は
こ
の
後
も
引
き
綾
き
行
は
れ
た

の
で
あ
ら
う
。
侮
弓
手
銭
に
就
て
は
胡
礪
傅
（
春
一
二
五
ｙ
に

皇
統
年
間
の
こ
と
と
し
て

　

改
同
知
深
州
軍
州
事
、
加
朝
奉
大
夫
、
郡
守
暴
戻
蔑
覗
僚
属
、

　

礪
常
以
確
折
之
、
守
愧
服
、
郡
事
一
委
于
礪
、
州
管
五
額
、

　

例
置
弓
手
百
飴
、
少
者
猶
六
七
１
　
人
、
歳
民
銭
五
千
飴
萬
篤
。

　

顧
直
、

と
あ
る
。
弓
手
に
翰
す
る
斯
べ
の
如
き
顧
銭
が
免
役
銭
と
し
て

物
力
銭
を
準
掠
と
し
て
一
般
に
課
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

次
に
鋪
馬
銭
や
牛
夫
賤
に
就
て
見
る
と
、
食
貨
志
（
春
陽
七
）

租
賦
大
定
二
十
一
年
九
月
の
Ａ
ｆ
ｋ
)
ろ
に
は
、

　
　
　
　
　
　

・

　

近
官
路
百
姓
、
以
牛
夫
充
涸
蓮
者
、
復
於
官
處
木
官
就
役
之

　

家
、
徴
銭
償
之
、
。

と
あ
り
、
同
二
１
　
三
年
の
と
こ
ろ
に
は

　

宗
州
民
王
仲
規
告
乞
、
徴
還
所
役
牛
夫
銭
、
省
臣
以
奏
、
上

　

曰
、
此
既
就
役
復
徴
銭
於
彼
、
前
雖
如
此
行
之
復
恐
所
給
賤

　

未
必
能
到
本
戸
い
是
雨
不
便
也
、
不
若
止
計
所
役
免
租
税
及
鋪
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馬
銭
篤
便
、
其
預
計
変
数
以
聞
、
若
和
雇
價
直
亦
須
裁
定
也
、

　

有
司
上
其
数
、
歳
約
給
六
萬
四
千
節
貫
計
折
粟
八
萬
六
千
節

　

石
、
上
復
命
自
今
役
牛
夫
之
家
以
去
道
三
十
里
内
居
者
充
役
、

と
あ
る
。
官
路
に
近
き
百
姓
を
牛
夫
と
し
て
迦
運
に
充
て
る
に

就
き
、
そ
の
顧
銭
を
一
般
人
民
を
ｔ
て
價
せ
し
め
た
。
こ
れ
が

牛
夫
銭
と
柳
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
所
謂
鋪
馬
鏡
は
騨
馬
に
開
す

る
も
の
で
こ
れ
と
同
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
勿
綸
で
あ
る
。

牛
夫
鏡
鋪
馬
鏡
共
に
地
方
的
で
は
あ
っ
て
も
こ
れ
を
民
に
徴
す

る
に
は
物
力
銭
を
標
準
と
し
た
も
め
で
あ
ら
う
。

河
渠
志
（
省
二
七
）
大
定
二
十
九
年
１
　
二
月
の
と
こ
ろ
に

　

エ
部
言
、
誉
築
河
堤
、
用
工
六
百
八
萬
節
、
就
用
掃
兵
軍
夫

　

外
、
有
四
百
三
１
　
節
萬
エ
、
常
用
民
、
遂
詔
命
去
役
所
五
百
里

　

州
府
差
顧
、
於
不
差
夫
之
地
、
均
徴
顧
銭
、
験
物
力
科
之
、

　

毎
工
百
五
４
　
文
、
外
日
支
官
銭
五
４
　
文
、
米
升
牛
、

と
あ
る
の
は
、
河
夫
銭
の
性
質
を
推
せ
し
む
る
に
足
る
で
あ
ら

叉
養
兵
の
法
、
承
安
三
年
の
と
こ
ろ
に
は
、

　

承
安
三
年
以
軍
須
所
費
甚
大
、
乞
験
天
下
物
力
均
徴
、
擬
依

　

黄
河
夫
銭
例
、
徴
軍
須
銭
、
験
各
路
新
籍
物
力
、
’
毎
貫
徴
鏡

四
貧
、
西
京
、
北
京
、
’
遼
東
路
毎
貫
徴
銭
こ
貫
．
、
臨
漬
、
仝

　

州
則
見
徴
、
辱
年
三
限
逍
納
恐
期
遠
、
遂
制
作
半
年
三
限
輪

　

納
、

と
あ
っ
て
（
黄
）
河
夫
銭
も
物
力
銭
を
融
し
て
徴
さ
れ
た
も
の
で

あ
ら
う
。

　

所
謂
軍
須
銭
も
こ
Ｘ
に
至
っ
て
物
力
銭
一
貫
に
付
き
西
京
、

北
京
、
遼
東
三
路
に
於
て
は
二
貫
、
他
の
諸
路
に
於
て
は
四
貫

を
徴
す
る
新
規
定
が
定
曲
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
。
軍
須
銭
の
名

は
前
掲
養
兵
之
法
、
大
定
三
年
の
と
こ
ろ
に
既
に
見
え
て
居
て
。

常
時
は
官
民
戸
よ
り
徴
取
し
た
臨
時
の
軍
費
で
あ
っ
た
。
然
し

常
時
と
雖
も
こ
れ
が
大
膿
物
力
を
標
準
と
し
て
課
さ
れ
た
こ
と

は
疑
な
か
ら
う
。
食
貨
志
租
賦
大
定
三
年
の
と
こ
ろ
に

　

詔
曰
、
朕
比
以
元
帥
府
従
宜
行
事
、
今
聞
河
南
浹
西
山
東
北

　

京
以
東
、
及
北
遠
州
郡
調
狸
甚
多
、
而
省
部
叉
具
他
州
一
例

　

征
取
賦
役
、
是
重
擾
也
’
、
可
憑
元
帥
府
已
取
者
例
同
除
之
、

と
あ
る
。
営
時
戦
眼
の
未
だ
止
ま
ざ
る
際
な
れ
ば
中
央
政
府
の

最
高
行
政
官
廳
な
る
侮
書
省
の
征
取
賦
役
の
他
に
、
出
先
軍
部

が
臨
時
の
調
獲
を
た
す
こ
と
も
多
･
Ｒ
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
こ

れ
等
も
何
れ
も
物
力
を
標
準
と
し
て
徴
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら

う
。
金
が
軍
事
開
係
の
賦
役
を
物
力
を
標
準
と
し
て
課
し
た
こ

と
は
相
営
早
く
か
ら
の
や
う
で
あ
る
。
大
金
國
志
巻
十
一
、
煕
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宗
紀
皇
統
三
年
の
と
こ
ろ
に

　
　
　

金
國
民
軍
有
二
、
一
曰
家
戸
軍
、
以
家
産
高
下
定
、
二
’
曰
人

　
　
　

丁
軍
、
以
丁
数
多
寡
定
、
諸
柵
家
戸
者
、
木
以
丁
数
瞬
、
故

　
　
　

家
日
至
於
一
絶
、
人
丁
至
於
傭
賤
、
倶
不
得
竟
也
、
陳
氏
婦

　
　
　

姑
棄
市
、
國
人
哀
之
、

　
　

乙
あ
Ｉ
、
又

　
　
　

雲
中
家
戸
軍
女
戸
陳
氏
婦
姑
、
持
産
業
契
書
、
共
告
於
元
帥

　
　
　

府
、
以
父
子
倶
陣
亡
、
無
可
充
軍
、
願
書
納
産
業
於
官
、
以

　
　
　

竟
充
役
、
元
帥
怒
其
俎
壊
軍
法
、
殺
之
、

　
　

と
あ
る
。
軍
人
を
徴
す
る
に
さ
゛
へ
物
力
を
以
て
し
、
丁
男
な
き

　
　

女
戸
、
に
も
物
力
あ
る
が
故
に
こ
れ
を
課
す
る
に
至
っ
た
如
く
で

　
　

あ
る
か
ら
、
他
の
一
般
調
我
等
の
経
済
的
賦
課
が
、
物
力
を
標

　
　

準
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
餓
り
あ
る
で
あ
ら
う
。
新

　
　

く
の
如
き
臨
時
的
維
臍
的
賦
課
が
一
般
化
均
衡
化
さ
れ
、
制
度

　
　

化
さ
れ
た
も
の
が
後
の
軍
須
銭
で
あ
ら
う
。
而
し
て
斯
の
如
き

　
　

軍
須
的
賦
課
は
可
成
り
多
額
に
上
り
、
前
掲
の
如
く
北
行
日
録

　
　

の
記
事
に
あ
る
が
如
く
八
十
貫
に
相
営
す
る
役
が
物
力
五
１
　
貫

　
　

の
も
の
に
も
課
さ
れ
、
前
掲
養
兵
之
法
、
承
安
三
年
の
記
事
に

Ｚ

　

は
、
軍
須
銭
が
物
力
銭
一
貫
に
付
き
、
四
貫
も
徴
さ
れ
、
物
力

４

　

銭
よ
り
軍
須
銭
が
多
べ
四
倍
に
達
し
て
居
る
。
こ
の
軍
須
銭
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦
’

唾
の
國
運
傾
き
頻
年
の
戦
争
の
篤
め
、
盆
々
加
撒
さ
れ
ｔ
著
し

く
民
力
を
衝
迫
す
る
に
至
。
つ
た
、
宣
宗
紀
（
巻
一
五
）
興
定
元

年
各
十
月
の
と
こ
ろ
に
は

　

上
謂
宰
臣
『
朕
聞
百
姓
流
亡
、
鎧
賦
皆
配
見
戸
、
人
何
以

　

堪
、
叉
添
徴
軍
須
銭
太
多
、
亡
者
謳
肯
復
業
、
其
弁
議
除
之
、

　

宰
臣
請
命
行
部
官
閔
賓
興
貸
、
已
代
納
者
給
以
恩
例
、
或
除

　

他
役
、
或
減
本
戸
雑
征
四
分
之
一
、
上
曰
、
除
於
此
事
未
嘗

　

ヽ
去
懐
、
共
巫
行
之
、
’

と
あ
る
。

　

物
力
を
標
準
と
す
る
課
役
は
種
々
の
方
面
に
及
び
、
銅
鍍
素

出
の
地
方
に
於
け
る
鍍
石
探
掘
が
労
役
も
、
物
力
を
以
て
科
差

さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
銭
幣
（
塵
四
八
）
に

　

章
宗
大
定
二
十
九
年
十
二
月
肩
門
五
肇
民
劉
完
等
訴
、
自
立

　

監
躊
銭
以
来
、
有
銀
鍍
之
地
、
雖
曰
官
１
　
、
其
顧
直
不
足
則

　

令
民
共
償
、
乞
奥
本
州
司
蕪
均
篤
差
配
、
逡
命
既
官
署
丞
丁

　

用
栂
往
審
其
利
病
、
還
言
、
所
蓬
銀
鍍
民
以
物
力
科
差
臍
之

　

非
所
願
也
、
其
顧
直
既
低
、
又
有
刻
剥
之
弊
、

と
あ
る
。
金
が
銅
銭
の
不
足
に
苦
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
Ｕ
Ａ
Ｊ
で

為
る
が
、
世
宗
一
代
心
間
憾
紙
幣
た
る
交
紗
の
醗
行
を
抑
正

　

し
、
銅
銭
本
位
の
賓
を
仝
か
ら
し
め
ん
た
め
に
銅
銭
の
籍
造
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に
努
力
し
、
そ
の
不
足
を
緩
和
せ
ん
と
し
た
。
然
し
金
國
内
は

４

　

銅
の
１
　
出
少
く
ヽ
そ
の
苦
心
せ
る
緬
銭
も
匹
逼
せ
る
金
融
界
の

　
　

需
要
を
充
足
す
る
に
は
困
難
を
感
巴
た
。
金
は
あ
・
ら
ゆ
る
手
段

　
　

を
養
し
て
銀
の
蒐
集
、
銀
冶
の
開
政
に
力
め
た
の
で
あ
る
。
然

　
　

し
そ
の
効
果
も
思
ふ
や
う
に
は
皐
ら
な
か
っ
た
。
章
宗
印
位
す

　
　

る
や
銀
鍍
探
集
り
困
難
、
銅
銭
不
足
の
弊
を
察
し
て
銅
本
位
制

　
　

の
固
執
を
放
棄
し
て
銅
銭
の
鎬
造
を
停
止
し
、
妙
法
を
改
正
し

　
　

て
交
渉
の
政
行
を
多
く
し
、
以
て
金
融
界
の
需
要
に
座
ぜ
ん
と

　
　

し
た
。
章
宗
時
代
の
妙
法
も
、
初
は
兌
換
を
許
し
、
そ
の
政
行

　
　

額
Ｉ
制
限
し
て
見
銭
よ
り
多
が
ら
し
め
ざ
る
こ
と
と
し
、
専
ら

　
　

経
済
界
の
事
情
を
顧
慮
し
て
、
交
紗
に
よ
り
銅
銭
の
不
足
を
補

　
　

は
ん
と
意
岡
し
て
財
政
的
政
行
を
抑
へ
ん
と
し
た
や
う
で
あ

　
　

る
。
然
し
交
鈴
が
、
官
吏
や
兵
士
の
俸
給
や
戌
逡
の
軍
須
に
も

　
　

常
て
ら
れ
る
に
至
九
そ
の
雖
行
が
財
政
的
必
嬰
に
左
右
さ
れ

　
　

政
行
制
限
令
も
そ
の
賓
を
失
っ
た
。
大
妙
帥
ち
多
額
交
鈴
流
通

　
　

の
初
よ
り
困
難
壽
り
し
状
態
よ
り
見
て
、
常
時
の
経
済
界
の
政

　
　

達
や
信
用
飲
態
に
於
て
は
少
鈴
は
銅
銭
の
不
足
を
補
ふ
意
味
に

　
　

於
て
需
要
さ
れ
る
が
、
大
鈴
は
こ
れ
を
必
要
と
す
る
程
度
に
は

　
　

建
し
て
居
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
さ
れ
ば
財
政
的
必
要
に
１
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　

じ
て
多
額
に
登
行
さ
れ
る
大
鈴
の
信
用
は
次
第
に
下
落
し
、
従

て
交
渉
の
稜
行
は
あ
っ
て
も
蔵
銭
は
銅
銭
に
よ
っ
て
行
は
れ
、

依
然
と
し
て
銀
銭
不
足
の
歎
は
後
を
紹
た
な
か
っ
た
。
銭
幣

（
谷
四
八
）
明
昌
五
年
三
月
の
と
こ
ろ
に
は
、

　

宰
臣
奏
、
民
問
銭
所
以
取
得
以
官
豪
家
多
積
故
也
、
在
唐
元

　

和
間
１
　
限
富
家
読
過
五
千
者
死
、
王
公
重
駈
没
入
、
以
五
之
一

　

賞
告
者
、
上
令
１
　
酌
定
制
令
官
民
之
家
以
品
従
物
力
限
見
銭

　

多
不
過
二
萬
貫
、
猛
安
謀
克
則
以
牛
具
篤
差
不
得
過
萬
貫
、

　

凡
有
所
絵
査
令
易
諸
物
収
貯
之
、
有
能
告
敷
外
留
銭
者
、
奴

　

婢
菟
篤
良
傭
者
出
離
、
以
十
之
一
篤
賞
、
餓
皆
没
入
、

と
あ
る
。
遂
に
銅
銭
蓄
蔵
の
制
限
令
は
出
だ
が
、
こ
れ
も
物
力

を
準
嫁
と
し
て
行
は
れ
た
や
う
で
あ
る
。
更
に
女
武
人
の
生
折

問
題
に
も
開
聯
し
て
官
吏
や
兵
士
の
敷
の
漸
増
、
そ
の
俸
給
額

の
。
喰
加
や
、
引
き
檀
く
戦
眼
に
よ
る
軍
須
の
激
噌
等
の
結
果
、

財
政
の
膨
脹
は
そ
の
極
に
建
し
ご

ん
と
し
て
、
支
出
を
多
く
交
鈴
の
良
行
に
頼
る
に
至
っ
た
。
交

妙
流
通
の
溢
滞
、
そ
の
價
値
の
下
落
、
物
や
銭
の
騰
貴
鈴
に
よ

る
財
政
膨
脹
は
加
速
度
的
に
進
ん
だ
。
営
時
の
経
臍
界
の
到
底

消
化
１
　
得
ざ
る
如
き
多
額
の
大
紗
を
濫
良
す
る
に
至
っ
た
。
ぞ

の
對
策
と
し
て
交
鈴
回
収
の
た
め
に
１
　
々
の
手
段
が
構
ぜ
ら
れ

た
。
今
一
二
の
例
を
皐
げ
る
と
銭
幣
（
巻
四
八
）
貞
砧
三
年
に
は
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河
東
宣
撫
使
膏
鼎
上
言
曰
ヽ
今
之
物
重
在
於
鈴
１
１
０
<
｡
有
出
１
　

　

晨
八
也
ヽ
雖
院
務
税
増
牧
ｔ
倍
ヽ
’
而
所
納
皆
十
貫
例
大
鈴
ヽ

　

此
何
盆
哉
、
今
１
　
貫
例
者
民
間
甚
多
、
以
無
所
論
、
。
故
市
易

　

多
用
見
銭
、
而
鈴
毎
貫
僅
直
一
銭
、
曾
不
及
エ
・
墨
之
費
、
臣

　

愚
謂
宜
樹
禁
見
銭
ゝ
且
令
計
司
以
軍
須
ａ
ｓ
名
＊
量
釘
九
徴
斂

　

則
泉
貨
雛
通
・
而
物
價
平
矣
、

と
あ
り
、
又
貞
砧
四
年
八
月
の
と
こ
ろ
に
は

　

既
而
朧
州
防
禦
使
完
顔
寓
及
映
西
行
省
令
史
恵
吉
楠
言
巻
法

　

之
弊
、
寓
請
姑
罷
印
造
以
見
在
者
傀
通
之
、
若
滞
塞
則
験
丁

　

ロ
之
多
寡
物
力
之
高
下
而
徴
之
、
吉
言
云
々

と
あ
る
。
斯
く
の
如
き
交
鈴
の
強
制
的
回
牧
に
も
物
力
が
準
抹

と
な
つ
七
居
る
・
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

桑
皮
故
紙
銭
も
亦
こ
れ
等
と
同
様
に
物
力
銭
の
多
寡
に
準
抹

し
て
徴
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
こ
れ
に
就
て
は
銭
幣

巻
四
八
興
定
元
年
五
月
の
と
こ
ろ
に

　

以
紗
法
屡
愛
、
隨
出
而
隨
塊
、
製
紙
之
桑
皮
故
紙
皆
取
于
民
、

　

至
１
　
叉
甚
顛
得
、
違
令
計
價
但
徴
賓
券
通
貫
、
名
曰
桑
皮
故

　

紙
銭
謂
可
以
冤
民
帷
娩
之
秀
而
省
工
物
之
費
也
、

と
あ
る
。
交
妙
の
濫
登
や
そ
の
價
値
下
落
の
。
た
め
、
國
庫
の
支

償
は
す
、
こ
れ
を
救
臍
営
ん
と
し
て
貞
祐
貴
券
貞
砧
通
賓
等
頻

ｉ
に
交
妙
を
改
作
し
幾
度
｛
鮮
法
り
更
改
を
な
し
た
が
ヽ
そ
の

『
た
め
工
費
の
み
な
ら
申
造
妙
の
材
料
に
窮
し
、
造
妙
手
数
料
た

る
エ
墨
鏡
の
徴
収
を
Ｉ
以
て
足
れ
り
と
せ
す
、
造
紗
の
材
料
た
る

桑
皮
故
紙
の
課
賦
を
さ
へ
敢
て
す
る
に
至
っ
た
が
、
こ
-
ｆ
ｃ
ｙ
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　

ぐ
１

　
　

Ｎ

つ
て
更
に
直
接
砂
を
徴
牧
し
て
こ
れ
に
代
ふ
る
に
至
っ
た
。
、
高

汝
礪
傅
（
巻
一
Ｇ
七
）
に
。
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

汝
礪
言
、
臣
聞
國
以
民
篤
基
、
民
以
財
篤
本
‥
是
以
王
者
必
愛

　

養
基
本
、
國
家
調
腰
河
南
易
重
、
所
徴
税
租
乖
常
三
倍
于
茸
、

今
省
部
計
歳
収
通
賓
、
不
放
所
支
、
乃
于
民
間
科
斂
桑
皮
敗
一

紙
銭
七
千
萬
貫
以
補
脳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

と
あ
る
。
金
末
に
は
一
般
税
額
数
の
激
檜
と
伴
っ
て
桑
皮
故
紙

銭
の
徴
収
も
七
千
萬
貫
の
多
き
に
上
っ
て
居
る
。

　

以
上
の
如
く
見
来
る
と
物
力
銭
を
標
準
と
し
て
課
徴
き
れ
た

賦
役
や
免
役
銭
的
の
附
加
銭
税
は
非
常
に
多
く
殊
に
そ
れ
は
時

代
が
降
り
金
の
國
運
の
傾
き
財
政
軍
須
の
激
増
と
共
に
盆
々
苛

重
と
な
っ
。
て
居
る
。
然
＆
叫
そ
の
本
税
た
る
物
力
銭
は
増
。
加
の

傾
向
は
更
に
な
く
、
却
ｔ
漸
減
の
趨
勢
‰
ｙ
し
ｔ
居
る
こ
と
後

述
の
如
く
で
あ
る
。
（
勿
論
こ
れ
は
金
室
・
の
方
針
に
出
づ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
I
≪
５
。
）

　

さ
れ
ば
物
力
銭
は
そ
の
税
と
し
て
よ
り
は
寧
ろ
賦
役
や
附
加
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税
賤
の
課
徴
標
準
と
し
て
、
よ
り
大
な
る
意
義
の
存
す
る
も
の

で
あ
る
。
泰
和
六
年
十
一
月
に
は
諸
州
府
物
力
差
役
式
さ
へ
定

め
ら
れ
て
居
る
。
物
力
銭
の
査
定
に
際
し
て
も
、
そ
の
金
額
の

大
小
は
大
し
た
問
題
で
な
く
、
負
袷
の
均
衡
を
得
さ
せ
る
こ
と

が
重
大
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　

金
國
物
力
銭
額
の
知
り
得
る
も
の
は
’

　
　

大
定
４
　
五
年

　
　

三
〇
五
、
齢
、

　
　

同

　

二
１
　
七
年

　
　

三
〇
二
、
二
七
一
八
、
九
二
二
、

　
　

明
昌

　

六
年

　
　

二
六
〇
、
四
七
四
二
、

　
　

承
安

　

三
年

　
　

二
五
八
、
六
七
〇
二
、
四
九
〇
、

で
時
代
を
降
る
に
従
ぴ
漸
減
の
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
金
室
が

物
力
銭
を
財
政
的
税
と
考
へ
十
に
、
差
調
の
標
準
と
し
て
、
そ

の
負
備
の
均
衡
を
得
し
め
ん
が
た
め
に
特
に
注
意
を
沸
つ
だ
た

め
で
あ
る
。
通
塗
推
排
に
は
大
定
二
十
七
年
に
推
排
使
が
前
年

推
排
の
物
力
銭
額
を
上
奏
し
た
時
の
事
を
記
し
て

　

奏
、
李
晏
等
所
定
物
力
之
数
、
上
曰
、
朕
以
元
推
天
下
物
力

　

銭
三
百
五
萬
齢
貫
、
除
三
百
貫
外
、
令
減
五
萬
饒
貫
ご

　

不
及
数
、
復
復
牧
£
萬
齢
貫
、
如
是
責
二
萬
貫
爾
、
而
曰
、

　

復
収
何
也
ヽ
對
日
ヽ
此
謂
著
配
漏
而
今
首
問
者
及
民
地
奮
啓

～
刀
耕
種
而
々
耕
種
者
也
、
上
日
、
通
論
著
徹
止
於
硯
其
管
運

　

息
耗
擬
房
地
多
寡
而
加
減
之
、
彼
人
費
地
此
人
買
之
皆
蕉
蓋

　

也
、
至
如
管
蓬
此
強
則
彼
弱
、
’
９
　
者
増
之
弱
者
減
之
而
已
、

　

1
1
　
物
力
之
蓋
蓋
是
定
差
役
之
法
、
其
大
数
不
在
多
穿
也
、
朕

　

恐
官
有
管
蓮
富
家
所
営
出
者
反
分
輿
貧
零
爾
、

と
あ
る
。
物
力
銭
に
就
て
は
飽
く
ま
で
差
役
の
標
準
と
し
て
そ

の
。
重
要
性
を
認
め
、
専
ら
不
公
平
を
防
い
で
負
推
を
均
衡
な
ら

し
め
ん
と
し
、
寧
ろ
金
額
の
増
加
す
る
の
を
恐
れ
た
如
く
で
あ

る
。
承
安
二
年
の
推
排
に
闘
し
議
定
さ
れ
た
事
項
の
中
に
も

　

止
富
従
貪
不
必
敷
足
元
１
　

　
　
　
　
　
　

。

と
あ
っ
て
、
賓
際
民
力
の
状
況
に
従
っ
て
査
定
し
、
必
挙
し
も

既
定
の
金
額
を
充
さ
ん
。
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

更
に
後
掲
泰
和
八
年
九
月
章
宗
が
推
排
使
に
輿
へ
た
論
を
見
て

も
、
物
力
銭
の
査
定
に
は
飽
く
ま
で
賓
状
に
照
し
て
公
平
に
そ

の
額
を
定
め
ん
と
企
圖
し
、
必
要
金
額
を
充
た
さ
ん
と
す
る
態

度
は
少
し
も
認
め
ら
れ
な
い
。
親
に
財
政
の
窮
迫
し
っ
χ
あ
り

し
章
宗
朝
の
末
期
に
も
斯
く
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
税
を

財
政
税
と
見
ざ
り
し
金
室
の
一
貫
し
次
方
針
が
察
知
さ
れ
る
で

あ
ら
う
。

　

斯
く
の
如
く
物
力
銭
そ
の
も
の
は
金
室
の
政
策
上
全
く
財
政

的
に
は
伸
縮
姓
松
き
我
で
廠
あ
っ
た
が
、
之
れ
に
加
附
さ
れ
る
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賦
役
や
課
徴
は
著
し
い
伸
縮
性
を
醍
揮
し
て
、
そ
の
数
額
も
金

國
の
政
治
競
態
や
國
運
の
推
移
と
共
に
僥
遷
し
て
民
生
を
衝
迫

す
る
こ
と
も
少
く
な
か
っ
た
こ
Ｉ
と
は
既
述
の
。
如
く
で
あ
る
。
こ

れ
が
金
室
の
物
力
銭
吻
。
喪
定
に
惧
重
な
ち
ざ
る
を
得
ざ
り
し
理

由
で
あ
る
。

二
、
物
力
銭
の
査
定
方
法

　

物
力
銭
の
査
定
は
或
は
通
論
と
言
ひ
或
は
推
排
と
言
は
れ
る

沁
、
賓
は
大
定
四
瓦
年
の
交
に
行
は
れ
た
も
の
を
通
論
と
言
び
、

そ
れ
以
後
の
も
の
を
主
と
し
て
推
排
。
と
言
っ
た
や
う
で
あ
る
。

大
定
四
五
年
に
は
國
初
の
数
に
抹
ら
雫
、
特
別
の
條
理
に
よ
り

全
國
を
通
じ
て
全
く
新
に
査
定
し
た
の
で
こ
れ
を
通
論
と
言
ひ
、

そ
れ
以
後
憾
そ
の
條
理
の
み
な
ら
す
、
貫
。
数
も
大
腰
大
定
四
、

五
年
の
も
の
を
基
礎
と
し
て
新
強
能
力
を
推
収
し
、
奮
弱
消
乏

を
排
除
し
た
の
で
推
排
と
言
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

し

　

通
嶮
も
推
排
も
金
國
の
最
高
行
政
官
廳
な
る
尚
書
省
の
管
轄

下
に
’
劃
一
的
に
こ
れ
を
行
ふ
の
を
原
則
と
し
て
居
た
。
。
通
論
推

排
（
巻
四
六
）
に
は

　

凡
規
措
條
理
命
倚
書
省
書
一
以
行

と
あ
る
。
恂
書
省
の
中
で
も
戸
籍
、
租
税
や
一
般
財
政
維
済
方

面
の
事
を
掌
る
戸
部
が
主
と
し
て
そ
の
事
務
を
袷
営
し
て
居
た

ご
と
は
百
官
志
（
巷
£
五
）

　

一
に

　

戸
部
侮
１
　
一
員
正
三
品
、
侍
郎
二
’
員
正
。
四
晶
、
郎
中
三
員
従

　

五
品
、
員
外
郎
三
員
従
六
口
『
’
郎
中
而
下
皆
以
一
員
掌
戸
籍

　

物
力
婚
姻
橿
嗣
田
宅
財
業
聳
峨
酒
麹
香
茶
馨
錫
丹
粉
坑
冶
椎

　

場
市
易
等
事
云
’
々

と
あ
ゐ
に
よ
っ
て
推
せ
ら
れ
よ
う
。
戸
部
の
郎
中
、
員
外
郎
等

　
　
　
　
　

’

　
　
　
　

⑩

力
中
、
各
一
員
が
物
力
等
の
事
務
を
總
掌
し
た
や
う
で
あ
る
。

然
し
通
論
推
琲
の
簿
籍
を
直
接
監
理
し
た
の
は
各
地
方
官
で
あ

っ
た
や
う
で
あ
る
・
金
國
に
於
て
。
は
、
路
が
最
高
の
行
政
菱
劃

で
、
そ
の
統
鳥
の
闘
係
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

大
興
府
尹

五
京
留
守
司

府
尹
（
殼
領
都
總
管
）

府
尹
（
散
）

－
新

舞

　

・

百
官
志
（
巻
五
七
）
三
を
見
る
と
ヽ
通
論
推
排
簿
を
監
１
　
し
た

も
の
は
、
大
興
府
に
於
て
は
従
六
品
の
推
官
で
、
府
尹
琵
本
路
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認

　

兵
馬
都
總
管
を
粂
領
し
た
も
の
に
於
て
も
、
一
般
の
府
に
於
て
ｙ
’

　
　

■
?
ｓ
>
同
様
に
従
六
品
の
肘
判
、
節
度
使
州
に
於
て
は
正
七
晶
の
観

　
　

察
判
官
、
防
禦
使
州
は
正
八
品
の
判
官
、
刺
史
州
は
従
八
品
の

　
　

判
官
ヽ
大
興
府
に
於
て
も
大
興
、
宛
平
に
赤
経
は
特
に
従
六
品

　
　

の
今
に
こ
れ
を
掌
ら
し
め
た
や
う
で
あ
る
。
何
れ
も
そ
の
府
州

　
　

領
内
の
財
政
的
事
務
を
掌
る
者
で
は
た
く
、
民
政
的
方
面
の
こ

　
　

と
を
掌
る
官
吏
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

以
上
の
如
く
物
力
銭
の
事
務
的
方
面
の
こ
と
は
戸
部
や
地
方

　
　

官
が
こ
れ
を
掌
っ
た
が
、
通
論
や
推
排
等
喪
定
に
際
し
て
は
通

　
　

愉
使
或
は
推
排
使
と
い
ふ
特
使
を
任
命
し
て
こ
れ
を
な
さ
し
め

　
　

た
。
今
そ
の
特
使
の
名
の
知
り
得
る
も
の
を
次
に
皐
げ
る
と
、

大
定
四
年
１
　
月
、
信
臣
省
寧
軍
節
度
使
張
弘
信
、
河
北
東
路

　

韓
運
副
使
梁
蕭
等
十
三
人
或
は
二
十
四

に
心

大
定
１
　
五
年
九
月
、
臍
南
尹
梁
癩
等
二
十
六
人
（
通
論
推
排
）

大
定
二
十
六
年
八
月
、
吏
部
侍
郎
殼
翰
林
直
學
士
李
晏
等
二

　

十
六
人
、
（
通
論
推
排
、
李
晏
傅
１
　
照
）

承
安
二
年
十
丹
、
吏
部
爾
書
質
執
剛
、
吏
部
侍
郎
高
汝
礪
が

　

在
都
南
警
巡
院
に
於
て
先
づ
推
排
し
て
諸
路
の
法
を
示
し

　

。
。
。
。
。
．
ｊ
…
…
…
－

　
　
　
　
　

…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

諸
路
に
は
毎
路
差
官
一
員
、
提
刑
司
宕
が
各
之
に
副
し
た
。

泰
ぷ
八
年
九
月
い
吏
部
尚
秉
買
守
謙
、
知
臍
南
府
事
蒲
察
張

家
奴
、
菖
州
刺
史
完
顔
百
嘉
、
南
京
路
韓
運
使
宋
元
吉
等
、

　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

十
三
員
。
本
路
按
察
司
官
一
員
が
之
に
副
し
た
。

右
に
？
つ
て
見
る
と
通
瞼
推
排
使
の
任
命
を
受
け
た
も
の
は
吏

部
ヽ
雑
運
司
の
官
吏
の
他
に
地
方
官
が
ダ
い
や
う
で
あ
る
・
叉

金
史
巻
九
七
、
馬
百
緑
傅
（
巻
九
七
）
に
は

　

召
篤
伺
書
戸
部
銭
外
郎
、
異
同
知
河
北
東
路
韓
運
事
季
京
篤

　

中
都
路
推
排
使
、
明
昌
初
遷
耀
州
刺
史
‘

と
あ
る
。
こ
れ
は
通
論
推
排
章
宗
大
定
二
十
九
年
の
と
こ
ろ
に

　

以
曹
州
河
溢
、
遣
馬
百
轍
等
推
排
塾
溺
州
懸
貧
乏
者

と
あ
る
の
と
同
時
の
記
事
で
あ
ら
う
。
水
災
と
い
ふ
特
別
の
場

合
の
推
排
で
あ
る
が
営
時
李
景
は
河
北
東
路
雑
淫
事
で
あ
っ
た

が
、
馬
百
緑
は
戸
部
員
外
郎
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
推
排
使

に
は
戸
部
の
役
人
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

‘
斯
く
見
来
る
と
通
嶮
推
排
使
と
な
り
し
者
は
、
そ
の
官
職
は

一
定
し
て
居
ら
す
、
皇
帝
に
信
任
あ
り
、
そ
の
使
命
に
適
営
し

た
才
幹
あ
る
者
が
、
隨
時
選
任
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
に

吏
部
の
官
吏
が
多
く
ご
又
承
安
二
年
に
は
提
刑
司
、
素
和
八
年

に
は
提
刑
司
の
改
名
（
承
安
四
年
）
さ
れ
た
按
察
司
等
の
官
吏

が
副
使
と
し
て
任
命
さ
れ
て
居
る
の
拉
、
こ
の
事
業
が
必
ず
し

も
財
政
的
性
質
の
み
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
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で
は
な
か
ら
う
か
。

　

そ
の
人
員
は
大
定
四
年
に
は
或
は
七
二
人
と
し
、
‘
或
は
二
十

四
人
と
し
て
ヽ
食
貨
志
と
本
紀
に
相
１
　
は
あ
る
が
主
使
は
十
三

人
で
あ
っ
だ
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
十
五
年
及
び
二
４
　
六
年
の

二
十
六
人
は
主
、
副
使
各
十
三
人
の
總
数
で
あ
ら
う
。
承
安
二

年
に
は
毎
路
主
使
一
員
に
提
刑
司
官
一
員
が
副
し
、
十
三
路
の

推
排
が
１
　
は
れ
た
や
う
で
あ
る
（
通
綸
推
排
）
。
泰
和
八
年
に

主
硬
十
三
人
、
按
察
司
官
が
こ
れ
と
同
数
な
り
し
は
言
ふ
ま
で

も
た
い
。
。

　

通
論
推
排
使
の
数
が
右
の
如
く
で
、
こ
れ
が
各
路
を
分
っ
て

行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
路
数
は
十
三
で
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら

な
い
。
十
三
路
と
は
、
上
京
、
遼
東
、
北
京
、
西
京
、
中
都
、

河
北
東
、
河
北
西
、
河
東
南
、
河
東
北
、
山
東
東
、
山
東
所
、

南
京
、
京
兆
（
険
所
）
等
の
十
三
路
で
あ
り
、
。
咸
９
　
路
は
遼
東

路
に
、
大
名
路
は
山
東
西
路
或
ぱ
河
北
東
路
に
含
め
ち
れ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

斯
く
の
如
き
特
使
の
通
論
推
排
に
際
し
、
地
方
行
政
長
官
が

そ
の
管
轄
匝
内
に
於
て
開
係
し
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
完
顔

永
元
傅
（
巻
七
六
）
に
は

　

韓
核
州
防
禦
使
、
泰
寧
軍
節
度
使
張
弘
信
通
論
山
東
、
専
以
。

　

多
得
民
間
物
力
篤
功
、
督
責
苛
急
、
永
元
面
責
弘
信
曰
、
。
朝

　

廷
以
差
調
不
均
立
通
論
法
。
今
使
者
所
至
以
残
酷
妄
加
農
民

　

田
産
、
筆
撃
百
姓
有
至
死
者
、
市
肆
買
販
貿
１
　
有
歳
物
、
・
田

　

園
屋
字
利
入
有
多
寡
、
故
官
子
孫
閉
門
白
守
使
輿
商
賛
同
處

　

上
役
、
豊
立
法
本
意
哉
ゝ
弘
信
無
以
對
、
於
是
棲
州
賦
税
得

　

以
資
自
占
、

と
あ
っ
て
、
特
使
だ
る
張
弘
信
の
植
州
疸
論
に
防
禦
使
永
元
が

意
見
を
加
へ
て
居
る
。

　

然
し
地
方
官
と
雖
も
そ
の
管
轄
亘
内
の
各
戸
の
経
潜
航
態
を

知
悉
し
て
居
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
本
戸
の
申
告
や
地
方
人

の
推
唱
に
注
意
を
沸
っ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
只
斯
く

の
如
き
申
告
、
推
唱
に
任
せ
る
こ
と
か
く
中
央
政
府
よ
。
り
特
使

を
派
遣
し
て
こ
の
事
紗
主
宰
せ
し
め
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で

あ
ら
う
。
通
嶮
推
排
泰
和
四
年
の
物
力
隨
時
推
牧
の
法
に
開
す

る
記
事
を
見
て
も

　

遂
定
典
費
賓
業
逐
時
推
牧
、
若
無
浮
財
管
運
廬
除
竟
者
、
令

　

本
家
陳
告
、
集
坊
村
人
戸
推
唱
、
融
賓
竟
之
、
造
籍
後
如
無

　

人
告
一
月
内
以
本
官
文
牒
推
唱
定
標
附
于
籍
、

と
あ
っ
て
、
本
家
の
陳
告
や
坊
村
の
推
唱
に
注
意
を
沸
ひ
っ
Ｘ

も
、
官
吏
を
し
て
賓
を
験
し
て
表
定
せ
し
め
ん
と
し
た
態
度
が

39
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窺
は
れ
よ
う
・
更
に
泰
和
八
年
九
月
心
推
排
使
派
遣
の
際
の
章

　
　

宗
の
上
論
に
は

　
　
　

上
召
至
香
閣
親
論
之
曰
、
殷
選
卿
等
隨
路
推
排
、
除
推
牧
外
、

　
　
　

其
新
強
前
乏
戸
雖
集
衆
推
唱
、
然
前
乏
者
勿
錦
不
轟
、
如
一

　
　
　

戸
物
力
三
百
貫
今
周
冤
二
百
五
十
貫
獅
有
未
富
者
、
新
怪
勿

　
　
　

添
轟
量
存
其
力
、
如
一
戸
可
添
三
百
貫
而
止
添
二
百
貫
之
類
、

　
　
　

卿
等
各
宜
盗
心
、
一
推
之
後
十
年
利
害
所
開
、
萄
不
副
所
任

　
　
　

罪
営
不
軽
也
、

　
　

と
あ
っ
て
、
物
力
銭
の
査
定
に
は
飽
く
ま
で
、
特
使
た
る
推
排

　
　

使
の
爰
富
な
裁
量
に
信
頼
せ
ん
と
す
る
金
室
の
方
針
が
察
知
さ

　
　

れ
る
。

　
　
　

次
に
物
力
銭
査
定
の
時
期
に
就
て
見
る
と
、
既
記
の
如
く
國

　
　

初
太
宗
（
天
會
初
頃
）
そ
の
占
籍
の
行
は
れ
て
よ
り
四
１
　
年
を

　
　

経
て
世
宗
大
定
四
年
に
至
り
新
規
に
通
齢
が
行
は
れ
、
’
そ
乃
後

　
　

大
定
年
間
に
は
４
　
五
年
、
二
１
　
六
年
の
所
度
、
章
宗
朝
に
入
っ

　
　

て
は
承
安
二
年
、
泰
和
八
年
の
雨
度
に
全
國
一
斉
に
ど
れ
を
行

　
　

っ
た
。
大
抵
農
閑
期
に
入
ら
ん
と
す
る
九
、
４
　
月
頃
着
手
し
そ

　
　

の
結
果
の
奏
上
さ
れ
る
の
は
翌
年
の
半
過
ぎ
の
や
う
で
あ
る
。

　
　
　

さ
れ
ば
大
定
五
年
（
皇
紀
一
八
二
五
）
、
十
六
年
（
一
八
三
六
）

　

。

　
　

二
十
七
年
（
一
八
四
七
’
）
い
承
安
三
年
（
一
八
五
八
）
、
泰
和
九
弗

（
一
八
六
九
）
に
物
力
銭
の
査
定
が
完
成
し
た
わ
け
で
、
各
次
の

着
手
は
大
儒
前
回
の
査
定
の
完
了
し
た
年
よ
り
十
年
目
の
や
う

亡
あ
る
。
既
掲
の
如
く
泰
和
八
年
の
章
宗
の
上
論
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
○
０
０
０
０
０
　
　
ｏ
　
　
ｏ
　
　
ｏ

　

卿
等
各
宜
盗
心
、
一
推
之
後
十
年
利
害
所
開
、
萄
不
副
所
任
、

　

罪
常
不
樫

と
あ
る
の
も
上
述
の
如
き
事
賓
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然

し
こ
の
略
十
年
に
一
推
し
た
こ
と
に
就
て
は
必
ず
し
も
、
非
難

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
通
論
推
排
に
は

　

張
汝
弼
、
梁
粛
奏
、
天
下
民
戸
通
塗
既
定
、
設
有
産
物
移
易
、

　

自
庖
隨
業
輪
納
、
至
於
浮
財
、
須
有
喰
耗
、
貧
者
自
貧
、
富

　

者
自
富
、
似
不
必
屡
推
排
也
、
上
曰
、
宰
執
家
多
有
新
富
者
、

　

故
皆
不
願
也
、
蕭
對
曰
、
如
臣
者
能
推
排
中
郡
物
力
、
臣
以

　

’
嘗
鴬
南
使
、
先
自
添
物
力
銭
至
六
十
饒
貫
、
硯
其
他
奉
使
無

　

如
臣
多
者
、
但
小
民
無
知
法
出
姦
生
、
数
動
挨
則
易
験
、
如

　

唐
宋
及
遼
時
或
三
二
１
　
年
不
測
通
比
則
有
之
、
頻
歳
推
排
似

　

篤
難
爾
、

と
あ
る
’
・
張
汝
弼
、
。
梁
重
の
如
き
高
級
漢
人
政
治
家
も
唐
宋
遼

に
そ
の
例
な
く
、
・
‘
頻
繁
な
る
推
排
の
民
衆
を
擾
駐
せ
し
む
る
恐

あ
り
と
し
た
・
然
し
Ｉ
世
宗
は
宰
執
家
多
く
新
富
の
者
あ
る
が
故

に
推
排
に
反
對
す
る
の
だ
と
言
っ
て
居
名
。
然
し
金
の
各
次
の
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描
排
は
大
慶
営
時
の
人
民
の
経
済
舷
態
の
愛
遷
よ
り
要
請
さ

　
　

れ
た
も
の
で
、
ン
初
お
り
４
　
年
一
推
と
個
定
し
て
居
た
の
で
は
な

　
　

い
や
う
で
あ
る
。
通
検
推
排
は
大
定
四
年
の
時
の
こ
と
を
記
し

　
　

て

　
　
　

金
國
初
占
籍
之
後
、
大
定
四
年
承
正
隆
師
放
之
飴
、
民
之
貧

　
　
　

富
愛
更
、
賦
役
不
均
、
貧
宗
下
詔
曰
、
鼻
白
國
初
有
司
常
行

　
　
　

大
比
于
今
四
十
年
矣
、
正
隆
時
兵
役
並
興
、
調
我
無
度
、
宦

　
　
　

者
今
貧
不
能
自
存
、
版
籍
所
無
者
今
篤
富
室
而
猶
幸
冤
、
是

　
　
　

用
遣
信
臣
素
早
軍
節
度
使
張
弘
信
等
十
三
人
分
路
通
嶮
天
下

　
　
　

物
力
而
差
定
之
、
以
革
前
弊
倅
元
兇
無
不
均
之
嘆
、
以
稲
朕
意
、

　
　

と
あ
る
。
國
初
占
籍
し
て
か
ら
既
に
長
年
月
を
経
、
殊
に
海
陵

　
　

正
隆
の
外
征
に
よ
り
兵
役
、
調
登
限
度
な
く
、
貧
富
の
愛
易
が

　
　

著
し
か
っ
た
の
で
、
差
調
負
措
の
均
衡
を
失
す
る
こ
と
甚
し

　
　

く
、
ヽ
た
め
に
通
論
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
に
至
っ
て
居
た
。
大

　
　

定
十
五
年
の
推
排
に
就
て
は
、

　
　
　

上
以
天
下
物
力
自
通
論
以
来
十
能
年
、
貧
富
愛
易
賦
調
軽
重

　
　
　

不
均
、
遣
臍
南
尹
梁
粛
等
二
十
六
人
分
路
推
排
、

　
　

と
あ
り
、
前
回
の
通
論
よ
り
十
年
程
の
間
に
矢
張
り
貧
富
が
愛

　
　

易
し
、
賦
調
負
播
の
軽
重
が
均
衡
を
得
ざ
る
に
至
り
、
既
に
推

心

　

排
の
必
要
が
起
っ
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
承
安
二
年
十
月
の
按

排
に
際
し
て
は

　

し

　

粉
令
議
通
後
、
。
宰
Ｆ
奏
目
、
大
定
二
十
七
『
年
通
後
後
距
今
已

　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　

一

　
　
　
　
　
　

一

　

十
年
、
蔀
戸
貧
弱
者
衆
、
償
遅
更
定
恐
致
流
亡
、
逡
定
制
、
。

　

已
典
資
物
業
止
隨
物
推
牧
、
折
戸
異
居
者
許
令
別
籍
ご
戸
拒

　

及
困
弱
者
減
ふ
、
新
強
者
詳
審
堵
之
、
云
々

と
あ
っ
て
、
推
排
の
。
必
要
は
既
に
差
し
追
っ
て
居
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
張
汝
礪
傅
（
巻
一
〇
七
）
の
呉
砧
四
年
の
彼
の
上
奏

　

に

　

國
朝
自
大
定
通
後
後
、
十
年
一
推
物
力
、
惟
其
貴
簡
静
而
重

　

努
民
耳
、
・

と
あ
っ
て
、
十
年
一
推
は
寧
ろ
爰
富
だ
年
度
で
あ
っ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ら
う
。
通
論
推
排
に
は

　

承
安
元
年
倚
書
省
奏
、
是
年
九
月
営
推
排
、
以
有
敗
不
克
、

　

詔
以
各
已
深
比
事
畢
恐
妨
１
　
作
、
乃
複
止
之

と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
農
閑
期
に
入
ら
ん
と
す
る
九
月
頃

着
手
し
た
推
排
が
、
翌
年
の
農
作
の
始
ら
ん
と
す
る
頃
ま
で
か

Ｘ
る
こ
と
が
推
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
金
室
は
人
民
の
農
作
を
妨

げ
る
の
を
恐
れ
て
推
排
の
時
期
に
就
て
も
充
分
考
慮
を
加
へ
て

居
た
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。
張
汝
礪
の
承
安
二
年
六
月
頃
の
上

言
の
中
に

41



436

　

年
前
十
月
１
　
學
行
推
排
之
法
、
尋
以
踏
時
而
止
、
誠
知
聖
上

　

愛
民
之
深
也
、

と
あ
る
の
は
右
の
記
事
と
相
嘸
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

補
註

①
金
史
巻
四
六
、
食
貨
志
一
戸
口
に
。

　
　

凡
浸
入
官
良
人
隷
宮
籍
監
僑
監
戸
、
没
入
官
奴
婢
隷
太
府
監
総

　
　

官
戸
、

　

と
あ
る
ｏ

②
通
検
推
排
に
は
、
章
宗
大
定
二
十
九
年
六
月
の
と
こ
ろ
に

　
　

命
農
民
如
有
積
粟
、
侭
充
物
力
錆
樫
之
、

　

と
あ
り
、
明
昌
三
年
八
月
に
は

　
　

勅
肯
書
省
、
百
姓
富
豊
稔
之
時
不
務
積
貯
、
一
遇
凶
倹
靴
有
阻

　
　

飢
、
何
法
可
使
民
重
穀
町
多
積
也
、
宰
臣
對
日
、
二
十
九
年
已

　
　

詔
農
民
能
稜
栗
免
充
物
力
、

　

と
あ
る
。

③
通
栓
推
排
に
は

　
　

明
昌
元
年
四
月
刑
部
郎
中
路
伯
痙
等
言
、
民
地
巳
納
税
、
又
通

　
　

定
物
力
、
比
之
浮
財
所
出
差
役
是
総
重
併
也
、
遼
詳
酌
民
地
定

　

物
力
、
減
十
之
二
、

　

と
あ
ｂ
ヽ
更
に
同
明
循
三
年
八
月
の
と
こ
ろ
に
も
前
逍
砂
如
き
積

　

粟
奨
働
の
こ
と
を
記
し
た
後
に

　
　

明
昌
初
命
民
之
物
力
輿
地
土
通
参
渚
亦
減
十
分
之
二
、
此
固
其

　
　

衛
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

と
あ
る
。
金
の
田
租
に
開
し
て
は
租
賦
（
巻
四
七
）
序
に

　
　

金
制
官
地
楡
租
、
私
田
輪
税
。
租
之
制
不
傅
、
大
串
分
田
之
等

　
　

鴛
九
面
差
次
之
、
夏
税
畝
取
三
合
、
秋
視
取
五
升
、
又
納
結
一
束
、

　
　

束
十
有
五
斤
、
夏
税
六
月
止
八
月
、
秋
視
十
月
止
十
二
月
、
認

　
　

初
中
末
三
限
、
州
三
百
里
外
紆
其
期
一
月
、

　

と
あ
る
。
土
地
の
等
第
税
法
の
定
め
ら
れ
た
の
は
物
力
通
検
の
完

　

成
し
た
大
定
五
年
で
あ
る
。
世
宗
紀
（
巻
六
）
同
年
十
一
月
の
と
こ

　

ろ
に

　
　

発
亥
立
諸
路
通
検
地
土
等
第
税
法

　

と
あ
り
’
　
ｍ
ｍ
推
排
同
年
の
と
こ
ろ
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

④
戸
口
（
巻
四
六
）
の
と
こ
ろ
に
は

　

’

　
　

京
府
州
螺
、
郭
下
則
置
坊
正
、
村
祀
隨
戸
衆
寡
認
郷
、
置
里
正

　
　

以
按
比
戸
口
催
督
賦
役
勧
課
農
桑
、
村
祀
三
百
戸
以
上
則
設
巫

　
　

首
四
人
、
二
百
以
上
三
人
、
五
十
戸
以
上
二
人
、
以
下
一
人
、

　
　

以
佐
が
正
禁
察
非
違
ヽ
置
北
丁
以
佐
首
首
巡
警
盗
賊
、
Ｉ
自
Ｉ
Ｉ
一
一

　

と
あ
る
。
こ
の
主
首
の
顧
直
も
亦
免
役
銭
と
し
て
村
１
　
の
富
民
に

　

負
指
さ
せ
た
の
で
あ
ら
う
か
、

④
註
と
し
て
、
大
定
二
十
九
年
章
宗
嘗
欲
罷
坊
正
、
里
正
復
以
主
首

　

遠
入
城
嘸
代
妨
農
不
便
、
乃
以
有
物
力
躇
悪
者
二
年
一
更
代
、
と

　

あ
る

④
輪
庸
銭
に
就
て
は
宣
宗
紀
（
巻
一
四
）
貞
結
三
年
夏
四
月
に

　
　

丙
午
以
調
慶
不
給
、
凡
隨
耕
六
品
以
下
官
及
承
唐
人
罷
其
従
已

　
　

人
力
輸
庸
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　

と
あ
ｈ
’
、
又
百
官
志
四
（
巻
五
八
）
百
官
俸
給
の
と
こ
ろ
に
も
同
様

　

の
記
事
が
あ
■
ｐ
。
‘

⑦
競
弊
貞
紘
四
年
四
月
の
と
こ
ろ
に
は
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叉
河
北
賓
券
以
不
許
行
于
河
南
ヽ
由
を
愈
滞
、
宰
臣
貧
、
昨
晨

　
　

河
北
賓
券
商
旅
饗
敗
譜
腫
南
渡
、
途
致
物
價
翔
躊
、
乃
裸
宜
限

　
　

以
路
分
、
今
鼎
既
以
本
路
班
度
繁
殷
欲
徴
軍
須
錆
。
宜
従
所
請
、

　
　

若
腕
回
可
徴
輿
否
、
詔
令
行
省
議
定
。
而
後
行
、

　

と
あ
る
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　

、

⑧
章
宗
初
頃
の
制
に
よ
る
と
大
鈴
は
一
貫
、
二
貰
、
三
貫
、
ヽ
四
貰
、

　

五
貫
、
少
鈴
は
一
百
、
二
百
、
三
百
、
四
百
、
五
百
各
等
で
あ
る
。

⑨
銭
弊
（
巻
四
八
）
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

⑩
明
昌
元
年
中
都
路
の
被
水
災
戸
を
揃
排
し
七
時
、
そ
の
減
額
物
力

　

銭
を
付
書
戸
部
が
奏
上
し
て
居
る
（
通
検
推
排
）

⑨
會
寧
府
（
上
京
路
）
、
遼
陽
府
（
東
京
路
）
、
大
定
府
（
北
京
路
）
、
大

　

同
府
（
西
京
路
）
、
開
封
府
（
南
京
路
）
は
五
京
と
し
て
各
京
留
守
司

　
　

一
員
が
置
か
れ
、
こ
れ
が
本
府
尹
を
１
　
び
本
路
兵
馬
都
總
管
を
翁

　

領
し
仁
。
‘
首
府
た
る
中
都
路
の
大
興
府
尹
に
就
て
は
特
別
規
定
が

　

あ
り
、
そ
の
大
興
願
、
宛
平
懸
は
赤
懸
と
し
て
特
別
待
遇
を
受
け

　

。
た
。

　

府
尹
が
兵
馬
都
總
管
を
采
領
せ
る
も
の
は
、
或
平
府
（
戌
手
路
）
、

　

臨
漬
府
（
北
京
路
）
、
河
間
府
（
河
北
東
路
）
、
員
定
府
（
河
北
西
路
）
、

　

益
都
府
（
山
東
東
路
）
、
束
平
府
（
山
東
西
路
）
、
大
名
府
(
大
名
府

　

路
）
、
太
原
府
（
河
東
北
路
）
、
孚
陽
府
（
河
東
南
路
）
、
京
兆
府
（
淑

　

兆
府
路
）
鳳
翔
府
（
鳳
翔
路
）
、
延
安
府
（
齢
延
路
）
、
慶
陽
府
（
慶

　

原
路
）
、
臨
佻
府
（
臨
洸
路
）
等
の
他
に
易
噸
路
及
び
婆
速
府
に
於

　

て
も
尹
が
本
路
兵
馬
都
總
管
を
翁
ね
て
居
だ
。

⑩
通
検
推
排
に
は
大
定
四
年
の
と
こ
ろ
に
謐
信
臣
泰
寧
軍
節
慶
使
張

　
　

弘
信
等
十
三
人
分
路
通
検
ヵ
。
下
物
力
と
あ
る
が
ヽ
欧
宗
紀
に
は
泰

　

寧
軍
節
度
使
張
弘
信
筝
二
十
四
人
分
路
通
検
諸
路
物
力
と
あ
る
。
『

⑩
こ
の
時
の
任
命
に
開
し
て
は
高
。
汝
礪
傅
に
も
見
え
て
居
る
、
が
通
栓

　

推
排
に
臆
次
の
如
く
記
さ
れ
て
居
る
。

　
　

於
是
令
吏
部
付
書
買
執
剛
、
吏
部
侍
郎
高
汝
礪
先
。
推
排
在
都
雨

　
　

肇
巡
院
示
錫
諸
路
法
、
毎
路
差
官
一
員
、
命
提
刑
司
官
一
員
副

　
　

之
承
安
三
年
九
月
奏
、
十
三
路
籍
定
推
祷
物
力
銭
、

　

章
宗
紀
（
巻
十
）
に
は
承
安
一
二
年
冬
十
月
壬
午
の
と
こ
ろ
に
肯
書
省

　

行
推
排
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

⑨
通
栓
推
排
に
は
次
の
如
く
記
＆
れ
て
居
る
。

　
　

泰
和
八
￥
九
月
以
吏
部
倚
書
買
守
謙
、
知
済
南
府
事
蒲
察
張
家

　
　

奴
、
菖
州
刺
史
完
顔
百
嘉
、
南
京
路
韓
毬
使
宋
元
吉
等
十
三
員

　
　

分
路
同
本
路
按
察
司
官
一
員
推
排
諸
路

　

完
顔
百
嘉
傅
（
巻
一
〇
〇
）
に
は
詔
典
按
察
官
倶
推
排
物
力
召
見
于

　

香
閣
、
大
安
中
、
と
あ
り
、
買
盆
（
守
）
家
傅
（
一
〇
六
）
に
も
こ
の

　

任
命
に
就
て
記
さ
れ
、
そ
の
時
の
章
宗
の
詔
も
牧
め
ら
れ
て
居
る
。

⑩
張
大
節
傅
（
巻
九
七
）
に
は

　
　

擢
修
内
司
使
、
推
排
東
京
路
戸
籍
、
人
服
其
平
、

　

と
あ
り
、
又
楊
伯
元
傅
（
巻
九
七
）
に
も

　
　

伯
元
以
才
幹
多
被
委
任
。
几
雨
燧
推
排
定
課
使
、
累
燧
審
録
官

　
　

人
穣
其
平
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ

　

と
あ
り
、
黄
に
は

　
　

閻
公
貞
定
金
律
令
、
楊
伯
元
定
金
推
排
、
人
皆
照
平
備
之
難
矣
、

　
　

と
あ
る
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
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